
福祉施設 企 業

○平成１８年１０月から
「就労移行支援事業」等
が創設

○法定雇用率 ＝ １．８％
○ しかし、

・実雇用率は １．５２％

・法定雇用率達成企業割合は

４３．４％

“福祉から雇用へ”

◎重度障害者の雇用など
企業の取組が進みつつあ
ることを踏まえ、就労支
援についての意識改革が
必要

福祉から雇用への流れを確実なものに

福祉施設、企業双方の
意識改革が必要

◎ 障害者雇用について、

企業トップの意識改革が

必要

就職につながる
良質な就労移行支援
サービスの提供

雇用機会の拡大

親も含めた国民一般の
理解の促進

○ハローワーク （591所）

○障害者就業・生活支援センター
〔110か所（18年度）→135か所（19年度予定）〕

○就労移行支援事業者 等

＋

地域レベルの支援機関が一体となって就労を支援
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